
26 加工原料乳生産者補給金交付等事業

【１５，７７４（１５，７７７）百万円】

対策のポイント

取引条件が不利な加工原料乳を対象とした生産者補給金の交付、加工原料

乳価格が低落した場合の補てん等を行います。

＜背景／課題＞

・バター・脱脂粉乳等向け生乳（加工原料乳）は、価格がコストを下回っていることか

ら、生乳の再生産を確保するための支援や、価格低落時の補てん等の支援により、酪農

家の経営安定を図ることが必要。

・併せて、生乳需給の安定のための需要に応じた生産の推進が必要。

政策目標

生乳の再生産の確保と需給の安定による酪農経営の安定

＜内容＞

生乳需給と酪農経営の安定

（１）加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づき、加工原料乳地域の生乳の再生産

を確保するため、加工原料乳向けの生乳に対して補給金を交付します。

（補給金単価：１１.８５円/kg、対象数量：１，９５０千トン（２１年度））

（２）加工原料乳価格が低落した場合に酪農家の経営安定を図るための補てんに助成し

ます。

（３）新たな生乳需給の安定化手法の開発及び効率的な生乳検査体制の構築等に向けた

取組を支援します。

補助率：定額、３／４以内、１／２以内

事業実施主体：独立行政法人農畜産業振興機構、指定生乳生産者団体、民間団体

お問い合わせ先：生産局牛乳乳製品課 （０３－３５０２－５９８７（直））


